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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 
 
 

当社は、金融商品取引法第 24条の 4の 4第 1項に基づき、本日付で関東財務局長に提出いたしまし

た第 41 期（2026 年 3 月期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備が認められ、当社の財

務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、当社は、2026 年 4月 28 日付で、第 39期（2024 年 3 月期）及び第 40期（2025 年 3月期）の

内部統制報告書について、訂正報告書を提出しております。 

株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、ご迷惑及びご心配をおかけしておりますことを、

心よりお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．開示すべき重要な不備の内容 

当社は、連結子会社であるパワーサプライテクノロジー株式会社において、過去に製造・販売した

製品の不具合への対応に係る費用負担について、過年度に必要な会計処理が行われていなかった事案

（以下、「本件事案」といいます。）に関し、2026 年 1月 23 日付で特別調査委員会を設置いたしまし

た。同年 3月 13 日付で同委員会の調査報告書を受領し、同年 3月 16 日付でこれを公表いたしまし

た。 

当社は、同報告書の調査結果及びこれを踏まえた追加的な検討の結果、過年度において引当金等を

計上すべき事項が認められたため、2026 年 4 月 28 日付で第 39期及び第 40 期の内部統制報告書の訂正

報告書を提出し、以下の不備が開示すべき重要な不備に該当するものとして報告いたしました。 

 

（１）全社統制（統制環境）の不備 

本件事案に関する権限及び情報が特定の者に集中し、組織的な牽制及び多角的な検討が十分

に行われなかった結果、適切な会計処理が行われませんでした。 

 



（２）全社統制（情報と伝達）の不備 

本件事案に関する重要な情報が当社取締役会に適時に上程されなかったため、取締役会によ

る監督、監視及び検証の機会が確保されませんでした。また、監査法人にも必要な情報が提供

されませんでした。 

 

（３）決算・財務報告プロセスにおける不備 

経理財務部門における本件事案に関する情報収集及び検討体制が十分でなかったため、製品

補償損失引当金計上の要否に関する検討が適時・適切に行われませんでした。 

 

上記のうち、（１）の全社統制（統制環境）の不備については、当事業年度末日までに是正されたも

のと判断しております。一方、（２）の全社統制（情報と伝達）の不備及び（３）の決算・財務報告プ

ロセスにおける不備については、当事業年度末日時点において是正されていないものと判断いたしま

した。その結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断

いたしました。 

 

２．事業年度末日までに是正されなかった理由 

上記１．の（２）及び（３）の不備については、当事業年度末日までに一部の是正措置を実施しま

したが、不備の是正に必要となる全ての措置の完了には至りませんでした。このため、当事業年度末

日時点において、これらの不備は是正されていないものと判断いたしました。 

 

３．開示すべき重要な不備の是正に向けた方針 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を改めて認識し、2026 年 3 月 19 日付「再発防止策に関す

るお知らせ」において公表した再発防止策を着実に実行し、適正な内部統制の整備及び運用を図って

まいります。 

当事業年度末日後、本日までに、当社の関係会社管理規程を改定するとともに、当社と主要子会社

との間で経営管理契約を締結し、主要子会社及びその傘下にある関係会社の重要事項が当社に適時・

適切に報告される体制を整備いたしました。また、当社経理財務部門が、主要子会社の経営会議等の

内容を定期的に確認する運用を開始しております。 

今後は、当社経理財務部門の担当者と主要子会社の経理担当者との定期連絡会を開催し、財務報告

に重要な影響を及ぼし得る事項を早期かつ継続的に把握する体制を強化してまいります。また、重要

な会計判断を協議・検討する会計論点検討会（仮称）を開催し、適切な会計処理を確保するととも

に、監査法人への必要な情報提供を徹底してまいります。 

当社は、これらの再発防止策の整備及び運用状況を継続的に確認するとともに、内部監査部門によ

るモニタリング及び評価を通じてその有効性を検証し、開示すべき重要な不備の是正に取り組んでま

いります。 

 

  



４．連結財務諸表に与える影響 

 当該開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、過年度の訂正後の連結財務諸表及び当連結会

計年度の連結財務諸表に反映しております。 

 

５．連結財務諸表の監査報告書における監査意見 

無限定適正意見であります。 

 

以 上 


